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所

得

税

の

確

定 

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
、
土

地
・
建
物
等
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
お

よ
び
株
式
等
を
譲
渡
し
た
方
な
ど

で
、　

年
中
の
各
種
所
得
の
合
計

１５

額
か
ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た

税
額
が
、
配
当
控
除
額
、
年
末
調

整
に
か
か
る
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
額
お
よ
び
定
率
減
税
額
の
合

計
額
よ
り
多
い
方

　
（
２
）
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円

を
超
え
る
方
②
給
与
を
２
カ
所
以

上
か
ら
受
け
て
い
る
方
で
、
従
た

る
給
与
等
の
金
額
と
給
与
以
外
の

所
得
と
の
合
計
額
が　

万
円
を
超

２０

え
る
方
③
給
与
以
外
の
所
得
が　
２０

万
円
を
超
え
る
方
④
同
族
会
社
の

役
員
等
で
、
そ
の
法
人
か
ら
貸
付

金
の
利
子
や
不
動
産
の
賃
貸
料
な

ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
⑤

所
得
税
の
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
な

い
家
事
使
用
人
、
在
日
外
国
公
館

に
勤
務
す
る
方
お
よ
び
国
外
で
支

払
い
を
受
け
る
給
与
等
の
あ
る
方

な
どサ

ラ
リ
ー
マ
ン
で
還
付

申
告
を
さ
れ
る
方
へ

　

還
付
申
告
は
、
２
月　

日
以
前

１５

で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

給
与
所
得
者
で
雑
損
控
除
、
医

療
費
控
除
、
寄
付
金
控
除
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
、
ま

た
、
年
の
中
途
で
退
職
し
た
た
め

年
末
調
整
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
方
な
ど
は
、
源
泉
徴
収

税
額
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確

定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

還
付
申
告
は「
広
域
還
付 

申
告
セ
ン
タ
ー
」
で
も

　

還
付
申
告
は
次
の
「
広
域
還
付

申
告
セ
ン
タ
ー
」
で
も
受
け
付
け

ま
す
。
受
付
時
間
は
い
ず
れ
も
午

前
９
時
〜
正
午
と
午
後
１
時
〜
午

後
５
時
で
す
。

　

①
東
京
駅
日
本
橋
口
＝
２
月
２

日
（
月
）
〜　

日
（
金
）

１３

　

②
新
宿
駅
西
口
広
場
イ
ベ
ン
ト

コ
ー
ナ
ー
＝
２
月　

日
（
木
）
〜

１９

　

日
（
金
）

２７
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で 

確

定

申

告

書

が 

作

成

で

き

ま

す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
所

得
税
の
確
定
申
告
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
作
成
し
た
申

告
書
が
、
税
務
署
に
提

出
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

（
利
用
す
る
時
の
ポ
イ

ン
ト
）

　

▼
カ
ラ
ー
プ
リ
ン
タ

を
使
用
▼
印
刷
す
る
紙

は
Ａ
４
普
通
紙
で
▼
プ

リ
ン
タ
の
設
定
の
確
認

（
画
面
の
指
示
に
し
た

が
っ
て
確
認
）
▼
印
刷
後
に
正
し

く
印
刷
で
き
た
か
の
確
認
（
画
面

の
指
示
に
従
っ
て
確
認
）

贈
与
税
・
消
費
税

　

贈
与
税
の
申
告
が
必
要
な
方
は
、

　

年
中
に
、
個
人
か
ら
現
金
、
預

１５貯
金
、
株
式
、
不
動
産
等
の
財
産

の
贈
与
を
受
け
た
方
で
年
間
１
１

０
万
円
を
超
え
る
方
で
す
。

　
「
配
偶
者
控
除
の
特
例
」・「
住
宅

取
得
資
金
の
贈
与
の
特
例
」
の
適

用
を
受
け
る
方
は
納
税
額
が
な
い

場
合
で
も
申
告
が
必
要
で
す
。

　

贈
与
税
の
申
告
と
納
税
は
２
月

２
日
（
月
）
か
ら
３
月　

日
（
月
）

１５

ま
で
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
の
申
告
と
納
税

は
３
月　

日
（
水
）
ま
で
で
す
。

３１

い
ず
れ
も
申
告
は
税
務
署
へ
。

納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
で

　

申
告
所
得
税
や
個
人
事
業
者
の

消
費
税
の
納
税
に
は
、
口
座
振
替

申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告
書書書書書書書書書書
はははははははははは
自自自自自自自自自自
分分分分分分分分分分
でででででででででで

申
告
書
は
自
分
で
書書書書書書書書書書
いいいいいいいいいい
てててててててててて
、、、、、、、、、、早早早早早早早早早早
めめめめめめめめめめ
にににににににににに
ごごごごごごごごごご
提提提提提提提提提提
出出出出出出出出出出
をををををををををを
！！！！！！！！！！

書
い
て
、早
め
に
ご
提
出
を
！

所所所所所所所所所所
得得得得得得得得得得
税税税税税税税税税税
はははははははははは
税税税税税税税税税税
務務務務務務務務務務
署署署署署署署署署署
でででででででででで
、、、、、、、、、、市市市市市市市市市市
・・・・・・・・・・

所
得
税
は
税
務
署
で
、市
・
都都都都都都都都都都
民民民民民民民民民民
税税税税税税税税税税
はははははははははは
市市市市市市市市市市
役役役役役役役役役役
所所所所所所所所所所
でででででででででで

都
民
税
は
市
役
所
で

　
「
税
」
は
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
国
や
地
方

公
共
団
体
が
活
動
す
る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
今
年
も
、所

得
税
と
市
民
税
･
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

窓
口
で
の
受
け
付
け
は
２
月　

日（
月
）〜
３
月　

日（
月
）に
、所

１６

１５

得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
で
、市
･
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所

で
行
い
ま
す
。
申
告
は
郵
送
で
も
お
受
け
し
ま
す
の
で
、ご
利
用

く
だ
さ
い
。

�

�

�

�

��������������

��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

お　
　

願　
　

い

　

◆
上
表
の
「
市
・
都
民
税
の
申
告
会
場
」
で
お
受

け
で
き
る
確
定
申
告
は
、
次
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

　
（
１
）
提
出
の
み
の
方
＝
内
容
が
記
入
さ
れ
て
い

て
、
お
預
か
り
す
る
だ
け
の
も
の

　
（
２
）
簡
易
な
申
告
の
方
＝
①
給
与
や
公
的
年
金

の
み
の
収
入
の
方
②
前
記
①
に
該
当
し
、
医
療
費
控

除
や
寄
付
金
控
除
の
あ
る
方

　

◆
市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
・
都
民
税
の
申
告
で

は
、
所
得
税
の
還
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
還
付
に

な
る
方
は
税
務
署
へ
。

確定申告の無料相談（税理士会）

受　付　時　間日　　程会　　場

午前９時半～１１時半
午後１時半～３時半

２月６日（金）と
２月１６日（月）から
２月２０日（金）まで

市役所
７階７０１会議室

※簡易な申告書（譲渡、相続、贈与を除く）の作成指導と相談。
　筆記用具、計算機等をご持参ください

所所所所所所所所所所 得得得得得得得得得得 税税税税税税税税税税所 得 税
申告と相談は
東村山税務署へ

　〒１８９－８５５５
　東村山市本町１－２０－２２
　�０４２・３９４・６８１１（代）

★申告書をすべて記載でき、申告を郵送す

る方で「控え」が必要な場合は、「控え」

をボールペンか万年筆で記載の上、切手

をはった返信用の封筒を同封してくださ

い。

★税務署や市役所では、申告書の書き方が

分からない方や疑問等がある方に対して、

「申告書作成会場」を設けて書き方のアド

バイスを行っています（所得税の確定申

告書について、市役所では簡易なものの

み）。お気軽にご利用ください。ご来場の

際は、あらかじめ申告書の住所・氏名、

扶養控除欄等分かるところは記載し、筆

記具・計算機をご持参ください。

★税務署と市役所は土曜・日曜日はお休み

です。ただし、２月２２日（日）と２９日（日）

は、東村山税務署で確定申告書作成のア

ドバイスと申告書の受け付けを行います。

市

・

都

民

税

の 

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

１６

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
の
方
で
も
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方
②
給

与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

る
方
③　

年
中
に
退
職
し
、　

年

１５

１６

１
月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い

方
④
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が　

万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て
は

２０
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
市
・
都
民
税
で
は
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月

１６

１
日
現
在
、
市
内

に
居
住
し
て
い
な

い
が
、
市
内
に
事

務
所
や
家
屋
敷
を

有
す
る
方

前
年
中
に
収
入
の 

な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

前
年
（　

年
）
中
に
、
病
気
･

１５

失
業
・
学
生
等
の
理
由
で
収
入
の

な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面
の

「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」に
そ
の

旨
を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い

る
場
合
は
除
く
）。

　

※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど

の
資
料
に
な
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）
前
記
の
「
申
告
が
必
要
な

方
」
の
（
１
）
〜
（
３
）
に
該
当

す
る
方
で
も
、
所
得
税
の
確
定
申

告
書
を
税
務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）
給
与
所
得

者
の
妻
な
ど
で
、
同

居
の
方
の
扶
養
に

な
っ
て
い
る
方

　
（
４
）　

年
中
か

１５

ら
継
続
し
て
、
生
活

保
護
を
受
け
て
い

る
方申

告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▽
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▽
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
･
損
害
保
険
料
・
医

療
費
等
の
各
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
証
明
書

ま
た
は
領
収
書
▽
国
民
健
康
保
険

税
・
国
民
年
金
で
前
年
中
に
支

払
っ
た
領
収
書
▽
障
害
者
の
方
は

障
害
者
手
帳
ま
た
は
証
明
書
▽
印

鑑
市
・
都
民
税
の
申
告
書

が
届
か
な
い
方
へ

　

申
告
書
は
、
申
告
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
郵
送
し
ま

し
た
が
、
該
当
す
る
方
で
届
か
な

い
場
合
は
、
課
税
課
市
民
税
係
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
申
告
書
は
、

各
出
張
所
に
も
用
意
し
て
あ
り
ま

す
。

が
便
利
で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用

し
ま
す
と
、
金
融
機
関
の
預
貯
金

口
座
（
郵
便
貯
金
も
利
用
可
）
か

ら
振
り
替
え
で
納
税
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
手

数
が
か
か
ら
ず
、

う
っ
か
り
納
期

限
を
忘
れ
る
こ

と
も
な
く
な
り
大
変
便
利
で
す
。

新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
預
貯
金
先
の
金
融
機
関

等
ま
た
は
税
務
署
に
、「
預
貯
金
口

座
振
替
依
頼
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

「
に
せ
税
理
士
」に
ご
注
意
を

　

納
税
者
の
依
頼
に
よ
る
税
務
代

理
・
税
務
書
類
の
作
成
・
税
務
相

談
等
は
、
税
理
士
の
登
録
を
行
っ

て
い
な
い
人
は
で
き
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
正
規
の
税

理
士
に
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。
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市市市市市市市市市市 ･･････････ 都都都都都都都都都都民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税市 ･都民税
申告と相談は
市役所課税課 

市民税係（市役所２階）へ
（内線２３３３～２３３７）

市・都民税の申告会場
受　付　時　間日　　　程会　　　場
午前８時半～１１時半、
午後１時～５時

２月１６日（月）から
３月１５日（月）まで

市役所
２階２０４・２０５会議室

午前９時半～１１時半、

午後１時～４時

２月９日（月）
２月１０日（火）

西部地域センター
３階第２・第３講習室

２月１２日（木）
南部地域センター
２階講習室

２月１３日（金）
東久留米団地
第２・第３集会所

( 注 ) 各会場とも、土曜・日曜日はお休みです。また、車での来場は
ご遠慮ください

国税庁ホームページ
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｔａ．ｇｏ．ｊｐ

窓
口
で
の
受
付
期
間
は
２
月

窓
口
で
の
受
付
期
間
は
２
月　

日日（
月
）〜
３
月

（
月
）〜
３
月　

日（
月
）

日（
月
）

１６１６

１５１５

所得税と市・都民税
申告の際のご注意


